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女性の就業継続を促進し、さらに活躍できる職場環境を整備するため、次のように行動計 

画を策定する。  

 

1. 計画期間 ２０２４年 4 月 1 日 ～ ２０２６年 3 月 31 日 までの 2年間 

 

2. 目標と取組内容・実施時期 目標  

  目 標  

 

職員一人当たりの月平均残業時間を管理職 10時間以内、一般職５時間以内とする 

   

＜実施時期・取組内容＞  

   202４ 年   4月～８月  

生産性向上委員会と協力して、全職員を対象として、長時間労働削減、業務効率化に関

するアンケー トの実施を検討する。  

   202４ 年  ７月～ 

アンケート結果を分析し、全職員が閲覧できる場所に掲示するとともに、結果を踏まえ

た課題、施策を理事会、役員会議の議題とする。  

   202４ 年 10 月～  

部門ごとの平均残業時間を毎月集計し、施設内電子掲示板でいつでも確認できるよう

にする。また、残業時間を減らす方針を理事会から提示し、各部門においてマネージャ

ー職から残業時間削減のための取組を示す。  

   202４ 年 1２月～  

時差出勤制度、週休 3日制度等、柔軟な働き方を可能にする制度導入の検討開始。  

   202５ 年  ３月～  

柔軟な働き方を可能にする制度を導入する。 


